
４１ 加熱⾷⾁製品（ハム類、ソーセージ類等） 
【製造フロー概要】 【管理ポイント】 

ピックル液注⼊・タンブリング 

中⼼温度 63℃以上 30 分以上相当 ※２ 

（重要） 

⾦属検知器・⽬視 

⽬視選別、⾦属検知器（重要） 

冷蔵（10℃以下） 

主な原材料 豚⾁、副原料、調味料、ケーシング剤 

アレルギー⾷品 豚⾁、その他は副材によって変わる 

規格基準等 規格基準※１ 

製品の微⽣物制御 冷蔵（10℃以下） 

⼯程の加熱等の制御 加熱（燻煙） 

⼯程の異物管理 ⽬視確認、⼿選別 

重要な管理ポイント 燻煙（加熱温度と時間）※２、異物除去（⽬視、⾦属検知器） 

保存⽅法 冷蔵（10℃以下） 

賞味/消費期限 賞味期限 数⽇〜数週間 

対象消費者 主に家庭⽤（⼀般消費者） 

加熱後摂取/RTE 主に、加熱せずにそのまま喫⾷ 

記録類 ⼀般衛⽣管理、②重要管理（蒸煮等の温度・時間、⾦検確認） 

備考 ※１ 加熱⾷⾁製品の規格基準（抜粋）、※２ 加熱温度と時間

【成分規格】 

（包装後加熱）⼤腸菌群陰性、ｸﾛｽﾄﾘﾃﾞｨｱ 1,000cfu/g 以下。 

（加熱後包装）E.coli 陰性、⻩ブ菌 1,000cfu/g 以下、ｻﾙﾓﾈﾗ陰性。 

【原材料】原料凍結⾁は、-15℃以下で保存する 

【製造・保存基準】 

 中⼼温度 63℃以上 30 分以上相当の加熱殺菌が必要。⿂⾁を含み気密性

がある包装は、中⼼温度 80℃ 20 分間以上相当の加熱が必要 

 製品は 10℃以下で保存（120℃ 4 分相当以上の殺菌を⾏ったものは除外） 
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